
あ
ず
か
り
保
育
、
一
時
預
か
り
、

フ
ァ
ミ
サ
ポ
、
病
児
・
病
後
児
保
育
、

認
可
外
保
育
施
設
の
無
償
化

　

サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
無
償
化
の
範
囲
が

異
な
り
ま
す
。
一
旦
利
用
料
を
支
払
っ

た
後
、
領
収
書
の
提
出
で
無
償
化
対
象

分
の
費
用
が
受
け
取
れ
ま
す
。

　

あ
ず
か
り
保
育
事
業
の
利
用
料
は
月

ご
と
の
利
用
日
数
に
４
５
０
円
を
乗
じ

た
額
（
最
大
１
１
，３
０
０
円
）
が
無

償
化
さ
れ
ま
す
。
利
用
日
数
に
よ
っ
て

は
自
己
負
担
額
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
あ
ず
か
り
保
育
を
月
10
日
利
用

し
た
場
合
、
無
償
化
額
は
4
，
５
０
０

円
と
な
り
、
月
額
基
本
利
用
料
７
，

０
０
０
円
と
の
差
額
２
，５
０
０
円
が

自
己
負
担
額
と
な
り
ま
す
。

２
，
０
０
０
円
、
２
号
認
定
２
，
５
０

０
円
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
私
立
施

設
の
主
食
費
は
異
な
る
場
合
が
あ
る
た

め
、各
施
設
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
第
３
子
以
降
の
す
べ
て
の
子
ど

も
と
第
１
か
ら
第
５
階
層
に
該
当
す
る

世
帯
の
子
ど
も
は
副
食
費
が
免
除
さ
れ

ま
す
。
今
ま
で
は
子
ど
も
の
数
え
方
が

認
定
区
分
や
階
層
な
ど
で
異
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
市
で
は
18
歳
以
下
に
統
一

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
免
除
対
象

範
囲
が
広
が
り
ま
し
た
。

　

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
が
10
月

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
３
か
ら
５
歳
児
と

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
か
ら
２

歳
児
の
保
育
料
な
ど
が
無
償
に
な
り
ま

す
。
利
用
す
る
施
設
や
サ
ー
ビ
ス
に
よ

り
、
手
続
き
の
有
無
や
無
償
化
の
範
囲

が
異
な
り
ま
す
。

　

手
続
き
の
必
要
が
な
く
、
無
償
に
な

る
の
は
幼
稚
園
や
保
育
所
、
認
定
こ
ど

も
園
の
保
育
料
や
児
童
発
達
支
援
、
保

育
所
等
訪
問
支
援
な
ど
障
害
児
通
所
支

援
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
で
す
。
障

害
児
通
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に

は
受
給
者
証
が
届
き
ま
す
。
受
給
者
証

を
施
設
に
提
示
す
る
と
サ
ー
ビ
ス
が
無

償
に
な
り
ま
す
。

　

幼
稚
園
や
認
定
こ
ど
も
園
の
あ
ず
か

り
保
育
事
業
、
保
育
所
や
認
定
こ
ど
も

園
の
一
時
預
か
り
事
業
、フ
ァ
ミ
リ
ー
・

無
償
化
さ
れ
る
も
の
さ
れ
な
い
も
の

　

施
設
や
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
は
無
償

に
な
り
ま
す
が
、
延
長
保
育
利
用
料
、

日
用
品
費
、
行
事
費
、
通
園
送
迎
費
、

主
食
費
な
ど
は
従
来
通
り
保
護
者
の
負

担
で
す
。
保
育
料
の
一
部
と
し
て
保
護

者
が
負
担
す
る
副
食
費
は
引
き
続
き
保

護
者
の
負
担
で
す
が
、
家
計
へ
の
負
担

軽
減
の
た
め
給
食
費
の
半
額
相
当
分
が

助
成
さ
れ
ま
す
。
負
担
額
は
１
号
認
定

サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
、
病
児
・

病
後
児
保
育
事
業
、
認
可
外
保
育
施
設

の
利
用
な
ど
は
保
育
の
必
要
性
の
認
定

を
受
け
な
け
れ
ば
利
用
料
は
無
償
に
な

り
ま
せ
ん
。
認
定
事
由
に
該
当
す
る
人

は
保
育
の
必
要
性
の
認
定
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。
認
定
の
申
請
書
は
９
月
17
日

（
火
）
以
降
に
こ
ど
も
未
来
課
ま
た
は

社
会
福
祉
課
の
窓
口
、
市
公
式
サ
イ
ト

で
取
得
で
き
ま
す
。

保護者負担のイメージ

　

一
方
、
一
時
預
か
り
事
業
や
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
、

病
児
・
病
後
児
保
育
事
業
、
認
可
外
保

育
施
設
の
利
用
料
無
償
化
の
上
限
額
は

３
か
ら
５
歳
児
は
月
額
３
７
，０
０
０

円
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
０
か
ら
２

歳
児
は
月
額
４
２
，０
０
０
円
で
す
。

た
だ
し
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業
の
送
迎
の
み
の
利
用
料

は
無
償
化
対
象
外
で
す
。

問 

こ
ど
も
未
来
課

　 
 

６
３
‐
３
１
１
４

　 

フ
ァ
ミ
サ
ポ
、
病
児
・
病
後
児
保
育

　 

に
関
す
る
こ
と
は
社
会
福
祉
課

　 
 

６
３
‐
３
０
６
７

　 

障
害
児
通
所
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
関

　 

す
る
こ
と
は
障
害
福
祉
課

　 
 

６
３
‐
３
１
０
１

保育の必要性の認定事由
●就労（月48時間以上）
●妊娠・出産
●疾病・障がいなど
●介護・看護
●災害復旧
●求職活動

●就学

●その他家庭での保育が
困難と認められる理由

市内のあずかり保育を
月に10日利用した場合

●月額基本利用料
　7,000円
　（７～８月は8,000円）
●無償化額
　10日×450円=4,500円
●自己負担額
　（月額基本利用料－無償化額）
　2,500円
　（７～８月は3,500円）

階層表（第１～５）

第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層

生活保護法
による被保
護世帯など

市町村民税
非課税世帯

市町村民税の所得割額

48,600円未満 48,600円以上
57,700円未満

57,700円以上
77,101円未満

無償化の上限額

３～５歳児 月額　　　
37,000円

住民税非課税世帯
の０～２歳児

月額　　　
42,000円

【無償化後】
1号・2号認定（共通化）

保育料

実　費

市負担

【現行】
2号認定

保育料

実　費

1号認定

保育料

実　費

主食費

副食費

保
護
者
負
担

子どもの年齢は？

市町村民税非課税世帯ですか？ 現在利用している施設は？

保育の必要性の認定を受けてい
る場合、幼稚園の保育料に加
え、利用日数に応じて月額最大
1.13万円まで無償になります

いよいよ始まる
幼児教育・保育の無償化
どこに該当するのか

フローチャートで要チェック！

上記のほかに、児童発達支援や
保育所等訪問支援などを利用す
る3～5歳児の子どもも利用者
負担が無償になります

保育料が無料に
なります

保育所・認定こども園

保育の必要性の認定
を受けている場合、
利用料が月額4.2万円
まで無償になります

認可外保育施設等（※）

現在利用している
施設は？

3歳児クラスからが
対象となります

保育料が無料に
なります

幼稚園

保育料が無料に
なります

保育所・認定こども園

保育の必要性の認定
を受けている場合、
利用料が月額3.7万円
まで無償になります

認可外保育施設等（※）

幼稚園の利用に加えて

NoYes

0～2歳
（平成28年4月2日

以降生まれ）

給食費の保護者負担額

認定区分 副食費 主食費 計
１号認定子ども

（こども園幼稚園部） 1,700円 300円※ 2,000円※

２号認定子ども
（保育園、こども園保育園部） 2,000円 500円※ 2,500円※

※私立施設は異なる場合あり

3～5歳
（平成25年4月2日～
平成28年4月1日生まれ）

：無償化には手続きが必要
※一時預かり事業、ファミリー・サ
ポート・センター事業、病児・病後
児保育事業を含む

あずかり保育事業 障害児通所支援サービス

無
償
化

幼
保
無
償
化
始
ま
る
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